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こ
の
議
案
は
、
平
成
20
年
の
人
事
院
勧
告
及
び

東
京
都
人
事
委
員
会
勧
告
に
基
づ
き
、
市
職
員
の

給
料
を
見
直
し
、
給
料
表
及
び
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の

　

主
な
内
容
と
し
て
、﹁
本
市
で
は
、
17
年
４
月

か
ら
都
に
準
じ
た
給
料
表
に
見
直
し
を
行
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
市
職
員
労
働
組
合
と
折
衝
を
重
ね

た
結
果
、
給
与
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
都
と
同
様

総

務

委

員

会

第
77
号
議
案

府
中
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

地上デジタル放送への移行
低所得者世帯や高齢者等へ
市独自助成の考えは

国の責任で実施すべきと考えるが
他自治体等の動向を見て検討したい

弱者に視点を置いた駐輪場
まず平置きで検討すべきでは

利用者の声を十分に聞くなど
慎 重 に 決 め て い き た い

災
害
時
要
援
護
者
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル

要

援

護

者

の

把

握

に

お

け

る

個
人
情
報
へ
の
過
剰
反
応
を
ど
う
考
え
る
か

有

用

性

を

説

明

す

る

中

で

理

解

さ

れ

る

と

考

え

る

給

食

費

の

値

上

げ

補
助
の
拡
大
に
よ
り
中
止
で
き
な
い
か

値
上
げ
分
を
市
が
全
額
負
担
す
る
こ
と
は

法

の

趣

旨

か

ら

困

難

で

あ

る

吉
村　

文
明
議
員︵
公
明
︶　

地
上

デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の
完
全
移
行
ま

で
、
２
年
８
か
月
を
切
っ
た
が
、

国
の
政
策
に
よ
る
放
送
方
法
の
変

更
で
テ
レ
ビ
が
視
聴
で
き
な
く
な

る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

思
う
。
そ
こ
で
、
地
上
デ
ジ
タ
ル

放
送
移
行
に
伴
い
、
市
と
し
て
低

所
得
者
世
帯
や
高
齢
者
、
障
が
い

者
へ
助
成
す
る
考
え
は
。

　

ま
た
、
大
量
廃
棄
が
予
想
さ
れ

る
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
の
リ
サ
イ
ク

ル
対
策
の
方
針
を
聞
き
た
い
。

政
策
総
務
部
長　

基
本
的
に
は
国

の
責
任
で
実
施
す
べ
き
と
考
え
る

が
、
市
独
自
助
成
は
他
自
治
体
の

動
向
等
を
見
な
が
ら
必
要
性
等
を

検
討
し
て
い
き
た
い
。

ご
み
改
革
推
進
本
部
長　

家
電
リ

サ
イ
ク
ル
法
の
説
明
チ
ラ
シ
や
市

広
報
を
通
じ
適
正
排
出
を
呼
び
か

け
る
と
と
も
に
、
国
や
都
の
動
向

を
見
な
が
ら
対
応
し
た
い
。

議
員　

移
行
に
伴
う
悪
質

商
法
や
振
り
込
め
詐
欺
の

対
策
と
市
民
へ
の
周
知
徹

底
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

市
民
生
活
部
長　

講
座
や

事
例
集
等
で
注
意
喚
起
し

て
お
り
、
今
後
も
必
要
に

応
じ
啓
発
に
努
め
る
。

赤
野　

秀
二
議
員︵
共
産
︶　

ル
ミ

エ
ー
ル
府
中
の
駐
輪
場
は
、
３
０

０
台
が
駐
輪
で
き
る
ス
ラ
イ
ド
式

ラ
ッ
ク
型
で
あ
る
が
、
高
齢
者
な

ど
か
ら
、
駐
輪
時
に
ス
ラ
イ
ド
し
、

手
を
挟
ま
れ
る
な
ど
の
意
見
を
聞

く
。
そ
こ
で
、
同
駐
輪
場
を
固
定

型
に
変
え
た
場
合
、
何
台
駐
輪
で

き
る
の
か
聞
き
た
い
。

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長　

自
転
車
１

台
当
た
り
の
幅
を
定
め
る
府
中
市

開
発
事
業
に
関
す
る
要
綱
に
当
て

は
め
る
と
、
約
２
０
０
台
と
な
る
。

議
員　

駐
輪
場
整
備
に
当
た
っ
て

は
、
ま
ず
平
置
き
で
計
画
し
、
駐

車
台
数
が
足
り
な
け
れ
ば
ス
ラ
イ

ド
式
ラ
ッ
ク
型
に
変
更
す
る
こ
と

が
弱
者
に
視
点
を
置
い
た
計
画
と

思
う
が
ど
う
か
。

環
境
安
全
部
長　

今
後
、
ス
ラ
イ

ド
式
ラ
ッ
ク
型
の
駐
輪
場
が
設
置

さ
れ
る
新
駅
﹁
西
府
駅
﹂
の
利
用

者
の
声
を
十
分
に
聞
き
な
が
ら
、

整
備
す
る
駐
輪
場
の
土
地
の
広
さ

と
必
要
な
台
数
な
ど
を
考
慮
し
、

慎
重
に
決
め
て
い
き
た
い
。

他 

認
証
保
育
所
問
題
|

府
中
で
は
大
丈

夫
か
。
保
護
者
が
安
心
で
き
る
公
的
保

育
で
の
待
機
児
解
消
を
求
め
て

奈
良
﨑　

久
和
議
員︵
公
明
︶　

大

規
模
災
害
時
の
人
的
被
害
の
多
く

が
高
齢
者
や
障
が
い
者
等
の
要
援

護
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
日
も

早
く
災
害
時
要
援
護
者
支
援
マ
ニ

ュ
ア
ル
を
作
成
し
て
も
ら
い
た
い
。

　

作
成
に
は
、
個
人
情
報
保
護
に

関
す
る
法
律
の
施
行
後
に
生
じ
た
、

い
わ
ゆ
る
過
剰
反
応
か
ら
、
要
援

護
者
の
把
握
が
課
題
と
な
っ
て
い

る
が
、
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る

基
本
方
針
が
改
正
さ
れ
、
個
人
情

報
の
有
用
性
に
配
慮
す
る
と
い
う

法
の
趣
旨
が
浸
透
す
る
よ
う
、
地

方
自
治
体
で
も
積
極
的
に
広
報
・

啓
発
に
取
り
組
む
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

そ
こ
で
、
同
方
針
改
正
を
受
け
、

要
援
護
者
把
握
の
可
能
性
が
広

が
っ
た
と
思
う
が
、
市
の
考
え
は
。

政
策
総
務
部
長　

過
剰
反
応
は
、

個
人
情
報
の
取
り
扱
わ
れ
方
へ
の

不
安
が
一
つ
の
要
因
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
本
市
で
は
、
制
度
の
広

報
等
に
努
め
て
い
る
。
要
援
護
者

の
把
握
の
た
め
の
名
簿
作
成
等
は
、

個
人
情
報
の
有
用
性
に
つ
い
て
説

明
責
任
を
十
分
に
果
た
す
中
で
理

解
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

服
部　

ひ
と
み
議
員︵
共
産
︶　

食

材
価
格
が
高
騰
し
、
給
食
運
営
が

大
変
厳
し
い
状
況
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
市
立
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
運

営
審
議
会
よ
り
、
給
食
費
の
値
上

げ
を
趣
旨
と
し
た
、
学
校
給
食
費

の
会
計
に
つ
い
て
の
答
申
が
出
さ

れ
た
と
聞
く
。

　

教
育
費
の
負
担
増
が
教
育
の
格

差
を
拡
大
し
て
い
る
と
言
わ
れ
、

物
価
高
騰
等
で
子
育
て
世
帯
の
暮

ら
し
が
一
層
厳
し
く
な
っ
て
い
る

中
、
給
食
費
の
値
上
げ
は
追
い
打

ち
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

　

そ
こ
で
、
他
区
市
の
取
組
の
よ

う
に
、
本
市
で
も
緊
急
対
策
と
し

て
補
助
を
拡
大
し
、
値
上
げ
を
中

止
で
き
な
い
か
。

教
育
部
長　

給
食
の
食
材
料
費
は
、

法
で
保
護
者
の
負
担
と
定
め
ら
れ

て
お
り
、
値
上
げ
分
を
市
が
全
額

負
担
す
る
こ
と
は
法
の
趣
旨
か
ら

か
ん
が
み
て
も
困
難
で
あ
る
と
考

え
る
が
、
緊
急
措
置
と
し
て
の
公

的
な
支
援
の
可
能
性
も
含
め
て
、

現
在
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
補

助
金
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
も
、

財
政
当
局
と
協
議
し
て
い
き
た
い
。

他 

市
民
が
安
心
し
て
出
産
す
る
た
め

に
、
産
科
・
周
産
期
医
療
体
制
強
化
を

　▲ルミエール府中の駐輪場

の
改
定
率
マ
イ
ナ
ス
０
・
０
９
％
、
金
額
に
し
て
、

月
額
平
均
３
４
８
円
の
減
額
と
す
る
こ
と
で
合
意

に
達
し
た
た
め
、
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

に
伴
い
、
20
年
度
は
、
総
額
６
９
７
万
円
程
度
の

減
額
と
な
る
﹂等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
今
回
の
改
定
で
は
、
21
年

１
月
か
ら
３
月
の
給
料
で
総
額
１
３
７
万
円
程

度
、
期
末
・
勤
勉
手
当
で
総
額
５
６
０
万
円
程
度

の
減
額
と
な
り
、
職
員
１
人
当
た
り
の
影
響
額
は

５
５
７
３
円
の
減
と
な
る
﹂、﹁
お
お
む
ね
35
歳
ま

で
の
若
年
層
と
管
理
職
層
の
引
き
下
げ
を
緩
和
し

て
い
る
﹂等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議

な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定

し
た
。

　

こ
の
議
案
は
、
ま
す
ま
す
増
加
す
る
高
齢
者
の

相
談
業
務
及
び
要
支
援
１
・
２
の
方
の
介
護
プ
ラ

ン
を
作
成
す
る
介
護
予
防
支
援
業
務
に
対
応
し
、

高
齢
者
支
援
に
係
る
事
業
運
営
の
充
実
を
図
る
た

め
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
増
設
し
、
こ
の

増
設
に
よ
り
業
務
の
一
部
が
重
複
す
る
市
立
高
齢

者
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
す
る
こ
と
に

伴
い
、
条
例
を
廃
止
す
る
も
の

厚
生
経
済
委
員
会

第
75
号
議
案

府
中
市
立
高
齢
者
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　

よ
つ
や
苑
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
あ
さ
ひ

苑
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
し
み
ず
が
お
か
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
新
た
に
増
設
し
、
条
例

に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
市
立
よ
つ
や
苑
高
齢
者
在

宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
市
立
あ
さ
ひ
苑
高
齢
者

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
市
立
し
み
ず
が
お

か
高
齢
者
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
す
る

等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
今
後
は
、
か
か
り
つ
け
医
等
の

医
療
部
分
に
つ
い
て
も
、
よ
り
一
層
連
携
を
図
り
、

地
域
に
根
付
い
た
形
で
の
利
用
が
確
立
さ
れ
る
よ

う
求
め
る
﹂等
の
要
望
・
意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議

な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定

し
た
。

　

こ
の
議
案
は
、
市
立
西
府
駅
北
自
転
車
駐
車
場

及
び
市
立
西
府
駅
南
自
転
車
駐
車
場
の
設
置
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　

主
な
改
正
内
容
と
し
て
、﹁
第
２
条
の
﹃
名
称

及
び
位
置
﹄
に
﹃
府
中
市
立
西
府
駅
北
自
転
車
駐

車
場
﹄、﹃
府
中
市
本
宿
町
１
丁
目
17
番
地
﹄
及
び

﹃
府
中
市
立
西
府
駅
南
自
転
車
駐
車
場
﹄、﹃
府
中

市
西
府
町
１
丁
目
９
番
地
﹄
を
追
加
す
る
﹂
等
の

建
設
環
境
委
員
会

第
76
号
議
案

府
中
市
立
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

説
明
が
あ
っ
た
。

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
西
府
駅
周
辺
の
無
料
自
転

車
駐
車
場
の
設
置
は
、
現
在
、
具
体
的
に
計
画
し

て
い
な
い
が
、
今
後
、
状
況
に
あ
わ
せ
て
対
応
し

て
い
く
予
定
で
あ
る
﹂等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
自
転
車
は
環
境
に
貢
献
す
る
交

通
手
段
で
あ
る
と
思
う
の
で
、
放
置
自
転
車
対
策

に
一
層
努
力
し
、
市
民
が
使
い
や
す
い
自
転
車
駐

車
場
を
運
営
し
て
も
ら
い
た
い
﹂、﹁
無
料
自
転
車

駐
車
場
の
設
置
は
、
今
後
、
要
望
の
声
も
上
が
る

と
思
う
の
で
、
検
討
を
求
め
る
﹂
等
の
要
望
・
意

見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議

な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定

し
た
。


